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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【公開番号】特開2012-28000(P2012-28000A)
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【国際特許分類】
   Ｇ１１Ｃ  11/405    (2006.01)
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   Ｈ０１Ｌ  27/115    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/8247   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/788    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/792    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ１１Ｃ  11/34    ３５２Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  27/10    ３２１　
   Ｈ０１Ｌ  27/10    ４３４　
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ３７１　
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１３Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１８Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成26年5月30日(2014.5.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソース線と、ビット線と、前記ソース線と前記ビット線との間に直列に接続された第１
乃至第ｍのメモリセルと、を有し、
　前記第１乃至第ｍのメモリセルはそれぞれ、第１のトランジスタと、第２のトランジス
タと、容量素子と、を有し、
　第ｋ（ｋは、１以上ｍ以下を満たす自然数）のメモリセルの第２のトランジスタのソー
ス端子又はドレイン端子の一方は、隣接するメモリセルの第２のトランジスタのソース端
子又はドレイン端子の一方と電気的に接続され、
　前記第ｋのメモリセルの第１のトランジスタのゲート端子と、前記第ｋのメモリセルの
第２のトランジスタのソース端子又はドレイン端子の一方と、前記第ｋのメモリセルの容
量素子の端子の一方と、は電気的に接続されて第ｋのメモリセルのノードを構成し、
　前記第ｋのメモリセルの第２のトランジスタのゲート端子に前記第２のトランジスタが
オフ状態となる電位が与えられる情報の保持期間において、前記第ｋのメモリセルのノー
ドは前記第ｋのメモリセルの第２のトランジスタのゲート端子より高い電位が与えられた
状態である半導体装置。
【請求項２】
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　前記第１のトランジスタと前記第２のトランジスタは、互いに異なる半導体材料を主成
分とする半導体領域を含む請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記第２のトランジスタは、金属酸化物を主成分とする半導体領域を含む請求項１また
は２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記情報の保持期間において、前記第ｋのメモリセルの第２のゲート端子は接地電位が
与えられた状態である請求項１乃至３のいずれか一に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記情報の保持期間において、前記第ｋのメモリセルのノードは正の電位が与えられた
状態である請求項１乃至４のいずれか一に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記情報の保持期間において、前記第ｋのメモリセルの第２のトランジスタのゲート端
子および前記第ｋのメモリセルのノードは、前記第ｋのメモリセルの前記第２のトランジ
スタを流れる電流が１ｚＡ以下となる電位が与えられた状態である請求項１乃至５のいず
れか一に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記第１のメモリセル、または前記第ｍのメモリセルをダミーセルとして用いる請求項
１乃至６のいずれか一に記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記第１のメモリセル、または前記第ｍのメモリセルが有する容量素子の容量値は、第
２乃至第ｍ－１のメモリセルのいずれかが有する容量素子の容量値より大きい請求項１乃
至７のいずれか一に記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記第１のメモリセル、または前記第ｍのメモリセルが有する第２のトランジスタのチ
ャネル長は、第２乃至第ｍ－１のメモリセルのいずれかが有する第２のトランジスタのチ
ャネル長より大きい請求項１乃至８のいずれか一に記載の半導体装置。
【請求項１０】
　第ｋ（ｋは、１以上ｍ以下を満たす自然数）のメモリセルの第１のトランジスタのソー
ス端子又はドレイン端子の一方は隣接するメモリセルの第１のトランジスタのソース端子
又はドレイン端子の一方と接続された請求項１乃至９のいずれか一に記載の半導体装置。
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